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中間連結財務諸表

中間連結貸借対照表 （単位 百万円）

2023年度中間期末
（2023年9月30日現在）

2024年度中間期末
（2024年9月30日現在）

資産の部 現金預け金 1,390,265 986,795

コールローン及び買入手形 22,564 4,281

買入金銭債権 2,315 1,427

商品有価証券 496 155

金銭の信託 32,987 30,942

有価証券 1,638,762 1,846,779

貸出金 4,409,623 4,475,806

外国為替 7,069 6,322

その他資産 151,943 142,776

有形固定資産 51,639 52,668

無形固定資産 3,490 1,268

退職給付に係る資産 20,492 26,549

繰延税金資産 600 581

支払承諾見返 29,911 27,443

貸倒引当金 △ 31,956 △ 33,993

資産の部合計 7,730,207 7,569,806

負債の部 預金 5,708,346 5,778,087

譲渡性預金 23,692 23,448

コールマネー及び売渡手形 390,999 102,337

債券貸借取引受入担保金 244,789 233,275

借用金 734,023 802,728

外国為替 129 266

信託勘定借 187 179

その他負債 88,457 76,295

退職給付に係る負債 166 171

役員退職慰労引当金 4 3

利息返還損失引当金 8 5

偶発損失引当金 164 242

繰延税金負債 45,146 45,926

再評価に係る繰延税金負債 5,476 5,460

支払承諾 29,911 27,443

負債の部合計 7,271,505 7,095,872

純資産の部 資本金 33,076 33,076

資本剰余金 24,541 24,548

利益剰余金 268,713 276,668

自己株式 △ 14,470 △ 16,469

株主資本合計 311,860 317,824

その他有価証券評価差額金 93,016 114,460

繰延ヘッジ損益 37,861 24,331

土地再評価差額金 8,270 8,236

退職給付に係る調整累計額 7,690 9,081

その他の包括利益累計額合計 146,840 156,109

純資産の部合計 458,701 473,934

負債及び純資産の部合計 7,730,207 7,569,806

11

資
料
編

011_0247728082501.indd   11011_0247728082501.indd   11 2025/01/16   18:18:352025/01/16   18:18:35



中
間
連
結
損
益
計
算
書
及
び
中
間
連
結
包
括
利
益
計
算
書

中間連結損益計算書

中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書

（単位 百万円）

（単位 百万円）

2023年度中間期
（2023年4月1日から2023年9月30日まで）

2024年度中間期
（2024年4月1日から2024年9月30日まで）

経常収益 58,793 60,493
資金運用収益 35,021 41,822
（うち貸出金利息） （21,996） （23,542）
（うち有価証券利息配当金） （11,467） （15,169）
信託報酬 ― 0
役務取引等収益 9,846 9,836
その他業務収益 6,900 5,755
その他経常収益 7,024 3,079

経常費用 40,719 48,867
資金調達費用 8,855 11,121
（うち預金利息） （961） （1,873）
役務取引等費用 2,650 2,859
その他業務費用 6,906 8,268
営業経費 20,295 22,287
その他経常費用 2,011 4,329

経常利益 18,074 11,625

特別損失 74 130
固定資産処分損 50 109
減損損失 24 20

税金等調整前中間純利益 17,999 11,495

法人税、住民税及び事業税 5,089 3,520
法人税等調整額 392 △ 773

法人税等合計 5,481 2,747
中間純利益 12,518 8,748
親会社株主に帰属する中間純利益 12,518 8,748

中間連結包括利益計算書

（単位 百万円）

2023年度中間期
（2023年4月1日から2023年9月30日まで）

2024年度中間期
（2024年4月1日から2024年9月30日まで）

中間純利益 12,518 8,748
その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △ 14,768 △ 17,406
繰延ヘッジ損益 22,262 △ 5,814
退職給付に係る調整額 △ 652 △ 618

その他の包括利益合計 6,841 △ 23,839
中間包括利益 19,359 △ 15,090

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 19,359 △ 15,090
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中間連結株主資本等変動計算書

2024年度中間期（2024年4月1日から2024年9月30日まで）� （単位 百万円）

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 33,076 24,541 269,792 △ 16,476 310,934
当中間期変動額
　剰余金の配当 △ 1,877 △ 1,877
　親会社株主に帰属する
　中間純利益 8,748 8,748
　自己株式の取得 △ 6 △ 6
　自己株式の処分 7 13 20
　土地再評価差額金の取崩 4 4
　株主資本以外の項目の
　当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 ― 7 6,875 7 6,889
当中間期末残高 33,076 24,548 276,668 △ 16,469 317,824

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 土地再評価
差額金

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 131,867 30,145 8,240 9,700 179,953 490,887
当中間期変動額
　剰余金の配当 △ 1,877
　親会社株主に帰属する
　中間純利益 8,748
　自己株式の取得 △ 6
　自己株式の処分 20
　土地再評価差額金の取崩 4
　株主資本以外の項目の
　当中間期変動額（純額） △ 17,406 △ 5,814 △ 4 △ 618 △ 23,843 △ 23,843
当中間期変動額合計 △ 17,406 △ 5,814 △ 4 △ 618 △ 23,843 △ 16,953
当中間期末残高 114,460 24,331 8,236 9,081 156,109 473,934

2023年度中間期（2023年4月1日から2023年9月30日まで）� （単位 百万円）

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 33,076 24,540 258,053 △ 14,488 301,181
当中間期変動額
　剰余金の配当 △ 1,899 △ 1,899
　親会社株主に帰属する
　中間純利益 12,518 12,518
　自己株式の取得 △ 2 △ 2
　自己株式の処分 0 19 20
　土地再評価差額金の取崩 41 41
　株主資本以外の項目の
　当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 ― 0 10,660 17 10,678
当中間期末残高 33,076 24,541 268,713 △ 14,470 311,860

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 土地再評価
差額金

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 107,785 15,599 8,312 8,343 140,040 441,222
当中間期変動額
　剰余金の配当 △ 1,899
　親会社株主に帰属する
　中間純利益 12,518
　自己株式の取得 △ 2
　自己株式の処分 20
　土地再評価差額金の取崩 41
　株主資本以外の項目の
　当中間期変動額（純額） △ 14,768 22,262 △ 41 △ 652 6,800 6,800
当中間期変動額合計 △ 14,768 22,262 △ 41 △ 652 6,800 17,479
当中間期末残高 93,016 37,861 8,270 7,690 146,840 458,701
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中間連結キャッシュ・フロー計算書 （単位 百万円）

2023年度中間期
（2023年4月1日から2023年9月30日まで）

2024年度中間期
（2024年4月1日から2024年9月30日まで）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 17,999 11,495
減価償却費 909 967
減損損失 24 20
貸倒引当金の増減（△） △ 220 1,309
偶発損失引当金の増減（△） 24 45
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △ 842 △ 1,320
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 7 3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0 △ 0
利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △ 1 ―
資金運用収益 △ 35,021 △ 41,822
資金調達費用 8,855 11,121
有価証券関係損益（△） △ 5,721 △ 11
金銭の信託の運用損益（△は運用益） △ 225 239
為替差損益（△は益） △ 3 1
固定資産処分損益（△は益） 50 109
貸出金の純増（△）減 △ 65,982 △ 363
預金の純増減（△） △ 6,021 △ 24,945
譲渡性預金の純増減（△） △ 6,640 △ 1,912
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） 195,567 △ 79,900
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 275 △ 128
コールローン等の純増（△）減 △ 4,606 2,013
コールマネー等の純増減（△） 153,093 △ 243,755
債券貸借取引受入担保金の純増減（△） 39,216 △ 8,054
外国為替（資産）の純増（△）減 △ 339 △ 129
外国為替（負債）の純増減（△） △ 247 174
信託勘定借の純増減（△） △ 0 △ 5
資金運用による収入 33,923 43,131
資金調達による支出 △ 8,673 △ 12,394
その他 △ 5,862 2,473
小計 309,538 △ 341,634
法人税等の支払額 △ 1,375 △ 7,808
営業活動によるキャッシュ・フロー 308,162 △ 349,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △ 255,333 △ 175,553
有価証券の売却による収入 103,970 131,079
有価証券の償還による収入 40,891 29,143
金銭の信託の増加による支出 △ 5,612 △ 716
有形固定資産の取得による支出 △ 567 △ 6,136
有形固定資産の売却による収入 441 130
無形固定資産の取得による支出 △ 1,449 △ 19
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 117,659 △ 22,072

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △ 2 △ 6
配当金の支払額 △ 1,899 △ 1,877
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,901 △ 1,883

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 188,601 △ 373,399
現金及び現金同等物の期首残高 1,201,299 1,359,724
現金及び現金同等物の中間期末残高 1,389,900 986,325

当行の中間連結財務諸表は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの中間監査を受けております。
本中間期ディスクロージャー誌の中間連結財務諸表は、上記の中間連結財務諸表に基づき記載内容を一部追加・変更するとともに、様式を一部変更して作成しております。
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1．連結の範囲に関する事項
	 （1）連結子会社　8社
		  主要な会社名
		  株式会社滋賀ディーシーカード
		  しがぎんリース・キャピタル株式会社
		  （2024年10月1日付　しがぎんリース株式会社に社名変更）
		  滋賀保証サービス株式会社
		  （連結の範囲の変更）
		�  2024年4月1日新規設立により、株式会社しがぎんエナジーを当中間連結会計期間から連結の範囲に

含めております。
	 （2）非連結子会社　1社
			   会社等の名称
			   しがぎん本業支援ファンド2号投資事業有限責任組合
		�  　非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）

及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政
状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外
しております。

2．持分法の適用に関する事項
	 （1）持分法適用の非連結子会社
		  該当事項はありません。
	 （2）持分法適用の関連会社
		  該当事項はありません。
	 （3）持分法非適用の非連結子会社　1社
		  会社等の名称
			   しがぎん本業支援ファンド2号投資事業有限責任組合
		�  　持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及び

その他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表
に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。

	 （4）持分法非適用の関連会社
		  該当事項はありません。
3．連結子会社の中間決算日等に関する事項
　連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
　9月末日　8社
4．開示対象特別目的会社に関する事項
　該当事項はありません。
5．会計方針に関する事項
	 （1）商品有価証券の評価基準及び評価方法
		  　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。
	 （2）有価証券の評価基準及び評価方法
		  ①�有価証券の評価は、売買目的有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法により算

定）、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券につい
ては時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については
移動平均法による原価法により行っております。また、投資事業組合等への出資金については、組合
等の直近の財務諸表等に基づいて、組合等の財産の持分相当額を純額で計上しております。

			   　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
		  ②�有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価

証券の評価は、時価法により行っております。また、金銭の信託において信託財産を構成している有
価証券の評価は、①と同じ方法により行っております。

		  ③「買入金銭債権」中の信託受益権の評価は、上記①と同じ方法により行っております。
	 （3）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
		  　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
	 （4）固定資産の減価償却の方法
		  ①有形固定資産（リース資産を除く）
			�   　当行の有形固定資産は、定率法（ただし、1998年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除

く。）並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用し、
年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。

			   　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
			   　建　物　3年～50年
			   　その他　3年～20年
			�   　連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償

却しております。
		  ②無形固定資産（リース資産を除く）
			�   　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当

行及び連結子会社で定める利用可能期間（主として5年）に基づいて償却しております。
		  ③リース資産
			�   　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資

産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、
リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としてお
ります。

	 （5）貸倒引当金の計上基準
		  　当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
		�  　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権

及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお
書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見
込額を控除し、その残額を計上しております。

		�  　また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以
下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による
回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を、以
下の方法により計上しております。

		  ①�与信額が一定額以上の大口債務者については、債務者の状況を総合的に判断してキャッシュ・フ
ローによる回収可能額を見積もり、非保全額から当該キャッシュ・フローを控除した残額を貸倒引
当金とする方法（キャッシュ・フロー控除法）により計上しております。

		  ②�①以外の債務者の債権については、今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は
3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、
これに将来見込み等必要な修正の検討を行い、算定しております。

		�  　上記以外の債務者のうち、業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債
務者（以下「正常先」という。）及び貸出条件に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、業況が
低調ないし不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者

（以下「要注意先」という。）に係る債権については、今後1年間の予想損失額を、要注意先のうち当該債
務者の債権の全部又は一部が要管理債権（貸出条件緩和債権及び三月以上延滞債権）である債務者の
債権については今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の
貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将
来見込み等必要な修正の検討を行い、算定しております。

		  ※ 将来見込み等による予想損失率の必要な修正及び決定方法
			�   　引当金の算定に使用する予想損失率は、直近3算定期間の平均値と景気循環サイクルを勘案した

長期平均値を比較のうえ決定しております。このうち、直近3算定期間の平均値は、足元の状況及び
将来見込み等必要な修正の検討を行い、算定しております。

		�  　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独
立したリスク管理部署が自己査定結果及び償却・引当の適切性について検証しております。

		�  　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び
保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額
しており、その金額は9,123百万円であります。

		�  　連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上
しております。

	 （6）役員退職慰労引当金の計上基準
		�  　連結子会社の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退

職慰労金の支給見込額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上して
おります。

	 （7）利息返還損失引当金の計上基準
		�  　連結子会社の利息返還損失引当金は、債務者からの利息返還請求に備えるため必要と認められる額

を計上しております。
	 （8）偶発損失引当金の計上基準
		�  　当行の偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する

可能性のある損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。
	 （9）退職給付に係る会計処理の方法
		�  　当行の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属さ

せる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の
損益処理方法は次のとおりであります。

		�  過去勤務費用：
		  　その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により損益処理
		�  数理計算上の差異：
		�  　各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により

按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
		�  　なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会

計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
	 （10）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
		�  　当行の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付して

おります。
	 （11）リース取引の収益・費用の計上基準
		�  　ファイナンス・リース取引に係る収益・費用の計上基準については、リース契約期間の経過に応じて

売上高と売上原価を計上する方法によっております。
	 （12）重要なヘッジ会計の方法
		  ①金利リスク・ヘッジ
			�   　当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによって

おり、ヘッジ対象とヘッジ手段を紐付けする方法のほか、「銀行業における金融商品会計基準適用に
関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号　令和4年3
月17日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。）に基づき処理しております。

			�   　ヘッジ有効性評価の方法については、その他有価証券に区分している固定金利の債券の相場変動
を相殺するヘッジにおいては、同一種類毎にヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引をヘッジ手段
として指定しておりますが、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるような
ヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代
えております。

			�   　また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素
の相関関係の検証により有効性の評価をしております。

			�   　なお、一部の資産については、金利スワップの特例処理を行っており、ヘッジの有効性の評価につ
いては、特例処理の要件の判定をもって有効性の判定に代えております。

		  ②為替変動リスク・ヘッジ
			�   　当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業に

おける外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別
委員会実務指針第25号　令和2年10月8日）に規定する繰延ヘッジによっております。

			�   　ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で
行う資金関連スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合う
ヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価
しております。

			�   　資金関連スワップ取引とは、異なる通貨での資金調達・運用を動機として行われ、当該資金の調達
又は運用に係る元本相当額を直物買為替又は直物売為替とし、当該元本相当額に将来支払うべき又
は支払を受けるべき金額・期日の確定している外貨相当額を含めて先物買為替又は先物売為替とし
た為替スワップ取引であります。

			�   　また、外貨建有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる
外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負
債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。

	 （13）中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
		�  　中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」

のうち現金及び日本銀行への預け金であります。

●注記事項
　［2024年度中間期］
（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
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（中間連結貸借対照表関係）
1.非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
	 　　出資金		  0百万円
2.�無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に含まれて

おりますが、その金額は次のとおりであります。
	 　　			   53,935百万円
3.�銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、

債権は、中間連結貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部につ
いて保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による
ものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計
上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃
貸借契約によるものに限る。）であります。

	 　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額	 2,830百万円
	 　　危険債権額		  51,461百万円
	 　　三月以上延滞債権額		  1,240百万円
	 　　貸出条件緩和債権額		  28,040百万円
	 　　合計額		  83,572百万円
	� 　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の

事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
	� 　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に

従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準
ずる債権に該当しないものであります。

	� 　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で
破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

	� 　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払
猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及び
これらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。

	� 　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
4.�手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入

れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま
すが、その額面金額は次のとおりであります。

	 　　　　　		  4,816百万円
5.�担保に供している資産は次のとおりであります。
	 　　担保に供している資産
				    有価証券		  934,531百万円
				    貸出金		  259,558百万円
				    計		  1,194,089百万円
	 　　担保資産に対応する債務	
				    預金		  24,814百万円
				    債券貸借取引受入担保金	 233,275百万円
				    借用金		  797,788百万円
	� 　上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れて

おります。
	 　　その他資産（中央清算機関等差入証拠金）	 45,720百万円
	� 　また、その他資産には保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
	 　　保証金		  372百万円
	� 　なお、手形の再割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しておりますが、こ

れにより引き渡した商業手形及び買入外国為替はありません。
6.�当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合

に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約
であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。

	 　	 　　融資未実行残高		  1,032,898百万円
	 　　うち原契約期間が1年以内のもの
	 　　 （又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）	 903,275百万円
	 　�　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが

必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これら
の契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会
社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられ
ております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定
期的に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与
信保全上の措置等を講じております。

7.�土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価
を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債
の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

		  再評価を行った年月日　1998年3月31日
		  同法律第3条第3項に定める再評価の方法
				�    土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第3号に定める固定

資産税評価額に基づいて、近隣の公示価格を参酌する等合理的な調整を行って算出。
8.有形固定資産の減価償却累計額
	 　　減価償却累計額		  48,308百万円
9.��「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対する保証債務

の額			   7,579百万円
10.元本補填契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
	 　　金銭信託		  179百万円

（中間連結損益計算書関係）
1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
	 　　株式等売却益		  2,784百万円
	 　　償却債権取立益		  124百万円
2.営業経費には、次のものを含んでおります。
	 　　給料・手当		  7,942百万円
3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
	 　　貸倒引当金繰入額		  1,721百万円
	 　　株式等売却損		  1,216百万円
	 　　貸出金償却		  871百万円
	 　　金銭の信託運用損		  239百万円
	 　　株式等償却		  2百万円
4.当行は、以下の資産について減損損失を計上しております。
	� 　なお、連結子会社の資産のグルーピングについては、主として全社をひとつの単位として減損の兆候を

判定しておりますが、減損損失の計上はありません。

	（減損損失を認識した資産又は資産グループ及び種類毎の減損損失額）
		  滋賀県内
		  　主な用途	 遊休資産2カ所
		  　種類及び減損損失額	
		  　　土地	 7百万円
		  　　建物	 11百万円
		  　　動産	 0百万円
		  　　合計額	 20百万円
	� 　上記の資産は、継続的な地価の下落及び営業キャッシュ・フローの低下により、資産グループの帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

	（資産グループの概要及びグルーピングの方法）
		  （1）資産グループの概要
			   ①遊休資産
			   　店舗・社宅跡地等
			   ②営業用資産
			   　営業の用に供する資産
			   ③共用資産
			   　銀行全体に関連する資産（本部、事務センター、寮社宅等）
		  （2）グルーピングの方法
			   ①遊休資産
			   　各々が独立した資産としてグルーピング
			   ②営業用資産
			   　フルバンク機能を構成する店舗グループ又は店舗単位
			   ③共用資産
			   　銀行全体を一体としてグルーピング

	（回収可能価額）
	� 　減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額又は使用価値のいずれか高い方の金額であり、

正味売却価額は不動産鑑定評価額等より処分費用見込額を控除して、使用価値は将来キャッシュ・フロー
を5%で割り引いて、それぞれ算定しております。

（中間連結株主資本等変動計算書関係）
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
� （単位：千株）

当連結会計
年度期首株式数

当中間連結会計
期間増加株式数

当中間連結会計
期間減少株式数

当中間連結会計
期間末株式数 摘　要

発行済株式
普通株式 53,090 ― ― 53,090
　合　計 53,090 ― ― 53,090

自己株式
普通株式 6,159 1 4 6,156 （注）
　合　計 6,159 1 4 6,156

		  （注）　�当中間連結会計期間中の増加は単元未満株式の買取りによる増加、当中間連結会計期間中の減少
は譲渡制限付株式の割当による減少であります。

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
	� 　該当事項はありません。
3.配当に関する事項
（1）当中間連結会計期間中の配当金支払額

決　議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

2024年6月26日
定時株主総会 普通株式 1,877百万円 40.00円 2024年3月31日 2024年6月27日

（2）�基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

決　議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

2024年11月11日
取締役会 普通株式 2,112百万円 利益剰余金 45.00円 2024年

9月30日
2024年
12月3日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）
1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金預け金勘定 986,795百万円
その他預け金 △� 470百万円
現金及び現金同等物 986,325百万円
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（リース取引関係）
ファイナンス・リース取引
	 所有権移転外ファイナンス・リース取引
	 貸主側
		  ①リース投資資産の内訳

リース料債権部分 17,309百万円
見積残存価額部分 399百万円
受取利息相当額（△） 1,496百万円
リース投資資産 16,212百万円

		  ②�リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の中間連結決算日後の回収予定額
リース債権 リース投資資産

1年以内 423百万円 1年以内 5,043百万円
1年超2年以内 379百万円 1年超2年以内 4,139百万円
2年超3年以内 251百万円 2年超3年以内 3,398百万円
3年超4年以内 159百万円 3年超4年以内 2,517百万円
4年超5年以内 70百万円 4年超5年以内 1,434百万円
5年超 1百万円 5年超 775百万円

　　　
（金融商品関係）

1.金融商品の時価等に関する事項
　�　中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株

式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注1）参照）。また、現金預け金、コールローン及び買
入手形、外国為替（資産・負債）、コールマネー及び売渡手形、債券貸借取引受入担保金は、短期間で決済され
るため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。また、重要性が乏しい金融商品につ
いては記載を省略しております。

� （単位：百万円）

中間連結貸借
対照表計上額 時　価 差　額

（1）有価証券 1,817,224 1,807,487 △ 9,736
満期保有目的の債券 66,961 57,224 △ 9,736
その他有価証券（※1） 1,750,263 1,750,263 ―

（2）貸出金 4,475,806 ――――― ―――――
貸倒引当金（※2） △ 33,185 ――――― ―――――

4,442,620 4,399,859 △ 42,760
資産計 6,259,845 6,207,347 △ 52,497

（1）預金 5,778,087 5,777,125 △ 961
（2）譲渡性預金 23,448 23,444 △ 4
（3）借用金 802,728 794,678 △ 8,050
負債計 6,604,264 6,595,248 △ 9,015
デリバティブ取引（※3）

ヘッジ会計が適用されていないもの （3,299） （3,299） ―
ヘッジ会計が適用されているもの 34,983 34,983 ―

デリバティブ取引計 31,683 31,683 ―

（※1）�その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和
3年6月17日）第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれ
ております。

（※2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（※3）�その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
		�  デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目については、（　）で表示しております。
（注1）�市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の

時価情報の資産「（1）有価証券」中の「その他有価証券」には含めておりません。
� （単位：百万円）

非上場株式（※1）（※2） 4,766
組合出資金（※3） 24,787

（※1）�非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 
令和2年3月31日）第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

（※2）�当中間連結会計期間において、非上場株式について2百万円の減損処理を行っております。
（※3）�組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令

和3年6月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　�　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ

ベルに分類しております。
		  レベル1の時価：�観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
		  レベル2の時価：�観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に

係るインプットを用いて算定した時価
		  レベル3の時価：�観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　�　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1）時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
� （単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券

その他有価証券
国債・地方債等 453,361 240,535 ― 693,896
社債 ― 170,435 7,542 177,977
住宅ローン担保証券 ― 121,992 ― 121,992
株式 314,690 3,688 ― 318,379
その他 131,119 220,797 61,403 413,320

デリバティブ取引
金利関連 ― 38,402 ― 38,402
通貨関連 ― 5,991 ― 5,991

資産計 899,170 801,842 68,946 1,769,960
デリバティブ取引

金利関連 ― 3,366 ― 3,366
通貨関連 ― 9,344 ― 9,344

負債計 ― 12,710 ― 12,710

（※）�有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月
17日）第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりま
せん。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の中間連結貸借対照表計上額は3,146百万円、第24-9項の
取扱いを適用した投資信託の中間連結貸借対照表計上額は13,385百万円であります。

①第24-3項及び第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
� （単位：百万円）

期首残高

当中間連結会計期間の
損益又はその他の包括利益

購入、売却
及び償還
の純額

投資信託
の基準価
額を時価
とみなす
ことと
した額

投資信託
の基準価
額を時価
とみなさ
ないこと
とした額

中間
連結会計
期間末
残高

当中間連結会計期
間の損益に計上し
た額のうち中間連
結貸借対照表日に
おいて保有する投
資信託の評価損益

損益に
計上

その他の
包括利益
に計上
（※）

12,165 ― 102 4,263 ― ― 16,532 ―

（※）�中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれておりま
す。

②中間連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳
� （単位：百万円）

解約又は買戻請求に関する制限の主な内容 当中間連結貸借対照表計上額
解約・買戻請求ができず、譲渡には運用会社の承諾を要する 1,976

解約申込から払戻まで数か月を要する 1,170

（2）時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
� （単位：百万円）

区分
時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計

有価証券
満期保有目的の債券

国債・地方債等 57,224 ― ― 57,224
貸出金 ― ― 4,399,859 4,399,859

資産計 57,224 ― 4,399,859 4,457,084
預金 ― 5,777,125 ― 5,777,125
譲渡性預金 ― 23,444 ― 23,444
借用金 ― 794,678 ― 794,678

負債計 ― 6,595,248 ― 6,595,248

（注1） 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資　産
有価証券

　有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に
分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
　公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類してお
ります。主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託につ
いて、解約又は買い戻し請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が
ない場合には、基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
　相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの現在価値技法などの評価技法を用いて
時価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプット
には、TIBOR、国債利回り、期限前返済率、信用スプレッド、倒産確率、倒産時の損失率等が含まれます。
算定に当たり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル3の時価に分類しており
ます。

貸出金
　貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金
利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金利によ
るものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は
時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としております。また、破綻先、実質破綻先及
び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フロー、又は、担保及び保証による回収
見込額等を用いて時価を算定しております。金利スワップの特例処理又は為替予約等の振当処理の対
象とされた貸出金については、当該金利スワップ又は為替予約等の時価を反映しております。時価に対
して観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル3の時価、そうでない場合はレベル2
の時価に分類しております。

負　債
預金、及び譲渡性預金

　要求払預金について、中間連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としてお
ります。また、定期預金及び譲渡性預金については、一定の期間ごとに区分して将来キャッシュ・フロー
を割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。割引率は市場金利を用いております。なお、
預入期間が短期間（1年未満）のものは時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価
としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
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借用金
　借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を当該借入金の残存期
間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。このうち、変動金利によ
るものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行及び連結子会社の信用状態は実行後大きく異なって
いないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としておりま
す。なお、約定期間が短期間（1年未満）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。

デリバティブ取引
　デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1
の時価に分類しており、主に債券先物取引や金利先物取引がこれに含まれます。
　ただし、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引
の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利用し
て時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボ
ラティリティ等であります。また、取引相手の信用リスク及び当行自身の信用リスクに基づく価格調整
を行っております。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル
2の時価に分類しており、プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。重要
な観察できないインプットを用いている場合はレベル3の時価に分類しており、債券店頭オプション
取引等が含まれます。

（注2） 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
（1） 重要な観察できないインプットに関する定量的情報

区分 評価技法
重要な

観察できない
インプット

インプット
の範囲

インプット
の加重平均

有価証券
　その他有価証券
　　社債
　　　私募債 現在価値技法 割引率 0.3%～1.8% 0.4％

（2） 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
� （単位：百万円）

期首残高

当中間連結会計期間の
損益又はその他の

包括利益
購入、売却、
発行及び

決済の純額

レベル3の
時価への

振替
（※3）

レベル3の
時価からの

振替
（※4）

中間連結
会計期間末

残高

当中間連結
会計期間の
損益に計上
した額のう
ち中間連結
貸借対照表
日において
保有する金
融資産及び
負債の評価
損益（※1）

損益に
計上

（※1）

その他の
包括利益
に計上
（※2）

有価証券
その他

有価証券
社債 8,189 0 △ 12 △ 635 ― ― 7,542 ―

外国債券 64,488 2 1,185 △ 6,596 2,000 △ 2,000 59,080 ―
その他 1,084 ― 141 1,097 ― ― 2,323 ―

（※1）中間連結損益計算書の「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。
（※2）�中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれており

ます。
（※3）�レベル2の時価からレベル3の時価への振り替えであり、時価の算定に使用しているインプット

の観察可能性の変化によるものであります。当該振替は当中間連結会計期間末日に行っており
ます。

（※4）�レベル3の時価からレベル2の時価への振り替えであり、時価の算定に使用しているインプット
の観察可能性の変化によるものであります。当該振替は当中間連結会計期間末日に行っており
ます。

（3）時価の評価プロセスの説明
　当行グループはリスク管理部門において時価の算定に関する方針及び手続を定め、当該方針及び手
続に沿って事務部門が時価評価モデルを策定しております。リスク管理部門は当該モデル、使用するイ
ンプット及び算定結果としての時価が方針及び手続に準拠しているか妥当性を確認しております。ま
た、リスク管理部門は当該確認結果に基づき時価のレベルの分類について判断しております。第三者か
ら入手した相場価格を時価として利用する場合においては、使用されている評価技法及びインプット
の確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。

（4）重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
　割引率はリスク・フリー・レートやスワップ・レートなどの基準市場金利に対する調整率であり、主に
信用リスクから生じる金融商品のキャッシュ・フローの不確実性に対し、市場参加者が必要とする報酬
額であるリスク・プレミアムから構成されます。一般に、割引率の著しい上昇（低下）は、時価の著しい下
落（上昇）を生じさせます。

（ストック・オプション等関係）
該当事項はありません。

（収益認識関係）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
� （単位：百万円）

区分
当中間連結会計期間

（ 自  2024年4月1日
至  2024年9月30日 ）

経常収益 60,493
うち役務取引等収益 9,836

預金・貸出業務 2,932
為替業務 1,598
信託関連業務 83
証券関連業務 40
代理業務 159
保護預り・貸金庫業務 57
保証業務 439
カード業務 1,698
投資信託・保険販売業務 2,103
その他 724

うち信託報酬 0

上表には、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益も含んでおります。

（重要な後発事象）
（子会社の設立）
　当行は、2024年8月23日開催の取締役会において、当行が100%出資する子会社の設立を決議し、2024年
10月1日付で株式会社しがぎんキャピタルパートナーズを設立いたしました。

1.設立の目的
　地域の事業会社の株式を取得し、事業の当事者として持続的な成長をともに実現することを目的として
株式会社しがぎんキャピタルパートナーズを設立いたしました。

2.子会社の概要
（1）名称　　　　株式会社しがぎんキャピタルパートナーズ
（2）所在地　　　大津市浜町1番38号（当行本店敷地内）
（3）資本金　　　75百万円（当行100%出資）
（4）設立年月日　2024年10月1日
（5）事業内容

・投資事業有限責任組合の運営・管理業務
・事業会社への投融資業務
・投資対象会社に対するコンサルティング業務
・投資対象会社に対するビジネスマッチング業務
・その他上記に付帯する業務
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セグメント情報

関連情報

　当行グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
　当行グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

報告セグメントごとののれんの償却額および未償却残高に関する情報
　該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
　該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　2024年4月1日　至　2024年9月30日）

2.	地域ごとの情報
　（1）	経常収益
	 �　当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90％を

超えるため、記載を省略しております。
　（2）	有形固定資産
	 �　当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％

を超えるため、記載を省略しております。

貸出業務 有価証券投資業務 役務取引業務 その他 合計

外部顧客に対する経常収益 23,666 18,171 9,836 8,818 60,493
（注）一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

1.	サービスごとの情報 （単位：百万円）

3.	主要な顧客ごとの情報
	 特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10％以上を占めるものがないため、記載を省略して
おります。

前中間連結会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）

2.	地域ごとの情報
　（1）	経常収益
	 �　当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90％を

超えるため、記載を省略しております。
　（2）	有形固定資産
	 �　当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％

を超えるため、記載を省略しております。

貸出業務 有価証券投資業務 役務取引業務 その他 合計

外部顧客に対する経常収益  22,129  19,057  9,846  7,759  58,793
（注）一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

1.	サービスごとの情報 （単位：百万円）

3.	主要な顧客ごとの情報
	 特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10％以上を占めるものがないため、記載を省略して
おります。
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